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現金買取の流れ
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お客様のご要望などをお聞きし、
現地を調査させていただきます。

媒介契約
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物件の販売・斡旋の開始
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依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業
者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手と売買又は交
換の契約を終結をすることができません。当社は、目的物件を国土交通大臣が指定
した指定流通機構に登録します。

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業
者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手と売買又は交
換の契約を終結をすることが出来ます。当社は、目的物件を国土交通大臣が指定し
た指定流通機構に登録します。

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業
者に重ねて依頼することが出来ます。依頼者は、自ら発見した相手と売買又は交換
の契約を終結をすることが出来ます。

敷地の形状・道路の幅員・家屋の
間取り・給水の位置・境界等を調
査いたします。

近隣の販売事例・成約事例・公示
地価・固定資産税評価・相続時路
線価などを基に物件価格の査定
を行います。 近隣への物件資料のポスティング・ホームページ掲載・折込チ

ラシ等により購入者をお探しします。

西日本不動産流通機構への物件登録
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媒介契約から一週間以内に物件を登録します。
登録することにより、全国の不動産がこの物件を閲覧できる
ようになります。

査定価格は、あくまでも販売しや
すい価格帯の助言です。
ですから、販売価格は最終的には
売主である所有者様に確定して
頂きます。

○専属専任媒介契約形式

○専任媒介契約形式

○一般媒介契約形式

地域密着の実績
土地・家の価値を丁寧に査定します。

で、あなたの

※地域及び立地により、当社買取基準に当てはまらない場合には、
　買取り出来ない場合がございます。あらかじめご了承下さい。

不動産売却
のご相談

物件視察
調査

買取契約
代金の受渡

買取価格の
提示

相続・住み替え・空き家のご相談や、現金買取のご相談も無料！

＼お気軽にご相談ください／


